
４． 戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定 

 

 戦没者の御遺骨を御遺族へお返しするため、平成 15 年度から、遺留品等を手掛かりに
関係遺族を推定できる場合には、希望する御遺族に対して国費により身元特定のための
ＤＮＡ鑑定を実施している。なお、身元が判明した場合には、御遺族が居住する都道府県
を通じて御遺骨をお返ししている。 
 
 戦後 75 年以上を経て、御遺族が高齢化されていることを踏まえ、平成 29 年度より沖
縄県、令和２年度からは硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁で収容さ
れた遺留品等の手掛かり情報のない戦没者遺骨について、ＤＮＡ鑑定を公募により実施
しており、その結果、令和２年８月及び９月に、タラワ環礁の戦没者遺骨計２柱につい
て、また、同年 12 月に硫黄島の戦没者遺骨２柱について、それぞれ御遺族との間で身元
が特定された。 
 
 これらの結果を踏まえ、今般、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定
のためのＤＮＡ鑑定を、沖縄、硫黄島、タラワ環礁以外の地域の御遺骨についても、公募
により実施することとし、本年 10 月１日から、御遺族と思われる方からの申請受付を開
始する（申請書様式等の詳細は、８月下旬にホームページに公表予定）。 
 
 具体的には、別添の戦没者遺骨を収容できた地域（検体が採取できた御遺骨がある地
域）を対象に申請を受け付け、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基
づきＤＮＡ鑑定を実施する。 

 
（ＤＮＡ鑑定状況）                       令和３年７月末現在 

※判明数の内訳（旧ソ連地域：１，１７６、南方等：２５） 

年  度 判  明 否  定 計 

平成 15 年度 8 0 8 

平成 16 年度 47  24  71  

平成 17 年度 157  36  193  

平成 18 年度 168  245  413  

平成 19 年度 149  187  336  

平成 20 年度 145  71  216  

平成 21 年度 86  76  162  

平成 22 年度 46  60  106  

平成 23 年度 30  15  45  

平成 24 年度 32 65 97 

平成 25 年度 68 126 194 

平成 26 年度 65 125  190 

平成 27 年度 43 93 136 

平成 28 年度 40 394 434 

平成 29 年度 16 50 66 

平成 30 年度 49 444 493 

令和元年度 25 231 256 

令和２年度 26 186 212 

令和３年度 1 51 52 

計 ※1,201 2,479 3,680 



（別添） 

 


